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安倍首相「改憲」を明言（憲法記念日に）
５月３日の憲法施行７０年の記念日に、安倍首相は自民党総裁として「２０２０年を、新しい憲法が施行される年にしたい」と明言し、自衛隊の存在を９条に書き込む事などを表明した「ビデオメッセージ」を改憲派の会合に寄せました。　ｐ安倍首相は今年初めから、憲法施行７０年を引き合いに年頭所感で｢新たな国づくりを本格的に始動｣、１月の国会での施政方針演説で｢次なる７０年｣と改憲意欲をにじませ、自民党の総裁任期を３期９年に延長した３月の自民党大会では、安倍首相の肝いりで｢憲法改正原案の発議に向けて具体的な歩みを進める｣という表現を運動方針に明記させました。それでも改憲実施の時期や、具体的な内容については、国民の批判の高まりを恐れて、安倍首相自身が進んで明らかにすることは避けてきました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ安倍首相が今回、「新憲法」施行を２０２０年にしたいと前のめりの発言をし、自衛隊の９条明記などを具体的に提起したのは、改憲議論を加速させる狙いであることは明白です。これは国会の憲法審査会の議論が進展しないことへの焦りといらだちの裏返しでもあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ９条の改憲は、国民世論が望んでいません。最近のメディアの世論調査でも９条を評価し、その改定に反対する声は多数です。それでも９条の改憲を力ずくで行おうとするのか―。民意無視の暴走は絶対に通用しません。　　　　　　　　　　　　　　ｐ安倍首相の「改憲加速」表明の「場」が､改憲派会合や改憲をあおる｢読売新聞｣インタビュー（３日付）という“内輪”なのは、改憲を国民に正面から語れない矛盾の表れです。２０２０年という改憲目標で、東京五輪開催を持ち出すことは、全く筋違いであり、改憲に何の大義もないことを浮き彫りにしています。　　　　　　ｐ５万５千人が参加した３日の東京の集会をはじめ全国津々浦々で、憲法を守り生かそうと国民の熱い思いは示されています｡“安倍壊憲”阻止の声をさらに強く大きくしていこうではありませんか。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください。
日刊紙　月３,４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議員団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは　２２－３０２８　（星野自宅）
桑名駅前に「高層マンション」はいらない
４月２９日（祝日）に、「桑名駅東地区における『特別用途地区』の指定及び『建築制限』について」の説明会が桑名市役所でありました。
　内容は、「桑名駅前の商業化を図るため、駅東側７５，０００㎡（東西約２００ｍ、南北約３７５ｍ）を『特別用途地区』に指定し、大規模な建築物（延べ床面積が１，０００㎡を超える）を建てる場合、一定割合（１階部分の半分以上かつ、建物全体の１０分の１以上の床面積）を店舗や事業所に使うよう『制限』する。併せて、延べ床面積が５００㎡を超えるパチンコ店やマージャン店、面積を問わず性風俗関連の店舗の建設は認めない。」というものです。
　説明会には、地権者である商店主・住民、建築業者（特にマンション業者）等々が参加されました。
　商店主からは、歓迎の声があり、これから建設するマンションの１Ｆ，２Ｆに商業施設や事務所など「テナント」等の配置の要望等がありました。
　建築業者からは色んな意見が出されました。「桑名市に、ちゃんとした駅前整備の長期計画があるのか。」「公民連携と言いながら民間にだけに、都市計画の規制等を押し付けているのではないか。」「テナントなんか入る保証が無い、無い場合は損失補填をしてくれるのか。」「桑名市はこれ以上に駅前にシャッター商店街をつくるのか。」「財産権の侵害になるのではないか。」等々でした。
　私は、駅周辺にこれ以上の高層マンションをつくるのには反対ですが、建築業者の発言は、桑名市の都市計画・ビジョンの無い弱点を突くものでもありました。
　この「建築制限」で、本当に商業施設を呼び込めるのか。賑わいは取り戻せるのかは不明です。「マンション価格が上がるだけではないのか」とも言われています。駅前には、降り立った時に、ほっとする様な公園を含めた自由な空間をつくる事が必要です。パチンコ店や風俗店の規制は、遅すぎます。
　桑名市は、回りくどい言い方をせずに、キッパリと駅前の高層マンション建設の許可を止めるべきです。
前頁に続いて、立憲主義軽視の異常な姿勢
（三重短期大学三宅裕一郎教授のちょっと長いコメント）
憲法尊重擁護義務（憲法９９条）を負うはずの「行政府の長」が、期限を切って明文改憲を主張すること自体、極めて異常なことです。しかも、一部メディアでの自衛隊を「合憲化する」という発言には、自ら現在の自衛隊の違憲性を認め、その存在を改憲によって追認する立憲主義軽視の姿勢が鮮明に表れています。
このような現状の下、自衛隊の存在を憲法に書き込むことは、決して自衛隊への立憲的なコントロールにはつながらず、むしろ今度は、軍隊に不可欠な「軍事裁判所」の設置などの波及効果を生みだしかねません。

昨年、安保法制（戦争法）が施行されました。その内容は、憲法９条を徹底的に蹂躙する内容となっていますが、そこでは今なお、ギリギリのところで、自衛隊が他国並みの軍事行動を行う事ができない歯止めが維持されています。

安倍首相は、安保法制（戦争法）の審議などを通じて、自衛隊の全面的な軍事作戦を可能とするためには、どうしても憲法９条の明文改憲が避けて通れない至上の課題だということを改めて痛感し、こうした発言を繰り返しているのではないでしょうか。　　　（５月５日付「しんぶん赤旗」の１面に写真入りで掲載）
「望ましい学校教育のあり方について」の答申
４月２８日に「桑名市学校教育あり方検討委員会」（以下、検討委員会）から「望ましい学校教育のあり方について」答申が出され、議会に報告がありました。　　　　　　　　　　主な内容（答申は１９頁と１７の資料が付け加えられています。星野の要約）は、
1、 桑名市学校教育あり方検討委員会の取組状況
「検討委員会」は、「桑名市における望ましい学校教育環境のあり方について」１１回にわたり審議を行った。実地調査（多度の小規模校と奈良県の小中一貫校を各１校見学しただけ。）を行い、アンケート調査（誘導型であり、問題点がいくつかる）を実施しました。グループ協議は、後半から取り入れられ、桑名市における小中一貫教育のソフト面と施設一体型小中一貫校に取り込む施設及び機能のハード面、各中学校区の課題整理等について審議を行った。（しかし、広く市民から声を聞く事もなかった。）
2、 小中一貫教育が必要である。
3、 小中一貫教育で望まれる取組（小学校高学年からの教科担任制、家庭学習の習慣化（家庭学習のルールと方法の明確化）、異学年交流（教科、その他の教育活動）、なかまづくり、児童会・生徒会の設置及び充実、地域学校協働本部や学校運営協議会の設置）
4、 小中一貫教育を導入する上で望まれる施設形態として、各中学校区に施設一体型小中一貫校が望ましい。

5、 モデル校の設置（多度地区に）と学年の区切り（６・３制が望ましい）。
6、 各中学校区に施設一体型小中一貫校を設置する際の基準例及び配慮すべき事項（１学年２学級～３学級が望ましい。通学距離で自転車通学・スクールバスの導入。 校舎・運動場・屋内運動場等について。通学路の交通安全の確保。）
7、 整備に向けたグループ分け（「早期に対応が必要な中学校区」と「中・長期的な対応が望まれる中学校区」に）
8、 最後に、付帯事項として桑名市が小中一貫教育を推進する上で、重要な事項５点が示されています。（① 児童生徒の不安解消に向けた取組 ② 保護者・住民等への周知 ③ 分散進学の解消 ④ 教職員の負担軽減 ⑤ 施設一体型小中一貫校の多機能化と教育環境の整備）
【「検討委員会」は、本来の役割を果たしたのか？】
「検討委員会」は、教育委員会から桑名市が対応していく５つの教育課題（① 学力・学習意欲の向上、② 小学校から中学校への滑らかな接続、③ 小規模校への対策、④ 老朽化の進む学校施設への対応、⑤ 教員の意識改革と指導力向上）について、「望ましい学校教育環境のあり方について」の３点の諮問（① 桑名市における小中一貫教育について、② 小規模校への対応について、③ 中学校区を基本とした地域毎の学校施設の具体的な形態について）を受け検討した。
ところが、検討するにあたって、① 桑名市における小中一貫教育では、平成１９年度から取り組んでいる小中連携を発展・深化させ、桑名市に合った形での導入について、② 小規模校の対応では、適正規模・適正配置を見据えた学校再編について、③ 中学校区を基本とした地域毎の学校施設の具体的な形態では、地域における学校施設の配置等を含め、その望ましいあり方を求められていた。
この時点で、既に方向性・結論は決まっていた様なものであり、「検討委員会」は、アリバイ作りを行った様なものでした。
７月から水道料金、下水道使用料が値上げ　　　　　　水道　基本料金の５０％、従量料金の約１５％の値上げ（１ヵ月につき１０㎥までの従量料金を新設）。使用料が少ない程値上率が高い。下水道使用料　基本使用料、従量使用料ともに一律約２１％の値上げ。　徴収は８月又は９月からです。
減免規定に「生活保護法による保護を受ける者及びこれに準ずる者」が水道にも追加になりました。｢これに準じる者」に係る運用は今迄なかったが、関係所管課と緊密に連携を図りながら適正な運用に努めていく（桑名市上下水道の見解）との事ですので、支払いが大変な方（例、住民税非課税）は減免申請しましょう。[image: image1.png]



日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース


�

















Ｎｏ．２８２　　　２０１７年　　　５　月　１１　日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０
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